
最高裁秘耆第1162号

令和4年4月26日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 II

司法行政文書開示通知書

3月31日付け（4月4日受付、第040015号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、 これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、 これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （4233） 5240 （直通）



日付： 令和4年4月6日
ノ

ページ： ‐ 1/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年2月1日～ 令和4年2月28日

番号 法廷 主任裁判官

1第3小法廷宇賀克也

2第3小法廷 渡邉惠理子
：

3第3小法廷宇賀克也

－語、「‐〃１

宇賀克也

一
トー‐

４

主任調査官 事件番号

中嶌諏訪冷3年(オ)第1406号

本條裕 令3年(オ)第1431号

技上舎人 ｜ 備考上告人 終局区分 ｜憲法|少数上告受理｜ 終局日

決定(棄却） １
１
１
「
１

口
石

亜|･2．1 □

鳥取市 決定(棄却）
－

決定(棄却）

R4．2．1

R4･2p.1

R4･2．1

ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
口
一

Ｕ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
冊
’
’
昭

宇賀克也

川崎直也

森川さつき

ロ
言
自
言
巨
言

０
７
３

１
２
３

５
５
５

１

１

１

第
第
第

；

ｊ

ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

３
３
３

〈
わ
《
祠
《
わ

口
－
，
１
言
□
｜
□

第3小法廷

第3小法廷
二
５

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

長嶺安政

林道晴

笹本

|船所

識
壼

R4．2．1

6第3小法廷 第
第
第
第
第

く
く

く
く
く

』
ｙ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

号
↑
号
号
号
号

０
１
１
１
０

２
．
７
８
９
５

１
１
１
１
１

６
２
２
２
３

》

》

誇

》

》

R4n2P1

R4･2．3

R4．2．3

第1小法廷 深山卓也 高瀬 癖
一
瞬
一
需
一
馳
一
裕
一
識

7 判決(破棄･差戻） ■ ■

8 1第1小法廷深山卓也高瀬 判決(破棄画差戻）

I■ ■

9第1小法廷深山卓也

10第1小法廷|岡正晶

蔀
一
順
一
轆
一
識

判決(破棄･差戻）R4．2画3 □
｜
□

□
｜
□決定(棄却）

決定(棄却）
－ 」R4｡2．3

勇IR4｡2･3
;R4．2｡3

阿壺
IIR46253

》一》一、秘‐

第1小法廷
－台 冬…

第1小法廷

第1小法廷

率
一
叩
一
割 深山

識
一
厚

軸 卓也

号
号
号
号
↓
号

第
第
第
第
第

４
４
４
４
４

１
１
１
１
１

２
３
３
７
９

４
２
５
１
１

銅
輌
軸
輌
一
諏

隷
隷
隷
隷
語

Ⅲ
一
旭

個

□□
凹凹一 一

□！□

□

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
｜
□

｜鷹野旭
安浪亮介 本條裕 輻14第1小法廷

15第1小法廷

’
深山卓也薦野旭 R4．2■3 ■

’ ｜

il6 1第1小法廷 山口厚 鷹野旭 ロ言

宮言

５

１

別

弱

１

１

第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

《
祠
今
而城

旭
元
野
内
鷹
堀

決定(棄却）R4Q2･3 ■ □
｜
□
｜
□

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
．
１

１

第
第
第

安浪亮介

深山卓也

岡正晶

決定(棄却）
－

決定(棄却）

打
一
杷
一
相

R4．2．3

R4E2．3

R4．2．3

□
｜
ロ
｜
□

I家原尚秀

神谷厚毅

巨
石
巨
言

３
〕
８

６
－
３

５
６
第
第
；
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

〈
祠
《
わ 決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□第1小法廷 深山卓也

第2小法廷三浦守

山本拓

中嶌’諏訪

家原尚秀

一藤哲志

笹本哲朗

高瀬保守

碍
号
５
２

帽

蛎

第
第
〕
ｊ
オ
オ

く

く

年

年

３
３

《
わ
《
祠

20 R492．3
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｒ
９
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｋ
３
１
１
１
ｌ
Ｉ

凸
４
７
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

□1
1

21 決定(却下）４
４
４
４

■
■
■
■

２
２
２
２

■
■
■
■

４

４

４

４

Ｒ

Ｒ
｝
Ｒ
Ｒ

！□旧
一
目
ロ

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

２
２
２
２

第
第
第
第

一・’

号
一
号
一
喝
鍔

知
皿
一
剛
一
蠅
一

第
第
第
》
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く

く

く

く

年
年
年
年

３

３

３

３

《
わ
《
わ
．
谷
洞
今
や

三浦

菅野

草野
|菅野

守
一
睦
一
緋
一
睡

１
１

１
１

22 決定(棄却） □
23 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
｜
□

劉
一
西

’
R4．2■4

’

宮城県

金沢市

国



日付；令和4年4月6日

ページ： 2/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年2月1日～ 令和4年2月28日

’番号

26

主任裁判官

三浦守

岡村和美

主任調査官 被上告人 憧者 l上告受理｜ 終局日法廷

第2小法廷

第2小法廷

終局区分 憲法少数

蔓却） ｜□ ′□
緊却） 「□－百

ロー□

事件番号 上告人

鵬
一
露
一
調

睡
一
魂
一
聴
趣
一
騨

解
一
罐
一
旭
一
噸
一
瞬
一
魂
一
霊
一
錘

蕊
く
一
鰯
一
魂
魂
一
魂
一
壺
一

認
一
誠
魂
一
解

毅
子
秀

厚
伸
尚罐
一
一
旭
一
嘘
一
瞬

錘

蕊
く
一
鰯

元城

元城

元城

令3年(オ)第1555号 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･2．4

R4．2．4

R4．294

R4■2．4

R4．2．4

R4．294 ’

国
言
巨
万

１
４

６

６

５
５

１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
ｌ
年
年
３

３

《
わ
く
祠

幻
一
配

第2小法廷!三浦守 |宮崎朋紀
第2小法廷草野耕一 ｜川崎直也川崎

■ ■
I

令3年(オ)第1572号 R4.2.4 決定(棄却）R4．2．429 ■

三

■

■ □

’ 30 谷
）
中
原

神
：
野
家

之
也
郎

博
克
三

野
賀
倉

菅
宇

戸

津
窪
謹法

小
爪
小

２

３

３

第

第

第

蝿
一
酔
一
率 戸倉三郎率

一
雷
一
調
一
騨
一
軸
《
｜
緬
一
噸
一
鱈
一
轌
一
蛎
一
錨
一
癖
一
輔
一
輔
露
一
姉
一
酔

一
雷
一
調
一
勢

堀内

堀内

堀内

巨
言８

９
８
１
３
７
４
５

６
８
５

３

７
号
号
鍔
褐
鍔
樗
鍔
蒔
碍
瑁
号

恥

壗
恥
酔
鄙
酔
一
跡
録

癖
跡
鄙
一
癖

》

》

識
一
》
｜
》
》
》
》

》
二
》

》

》

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

| ≠□R4p2･4

R4.2.8

R4p2p4

R4.2.8 □□

□□

31

長嶺安政

宇賀克也

林道晴一

長嶺安政

宇賀克也

８
８

■
■
２
２

■
■
４
４
Ｒ
Ｒ

８
８

■
■
２
２

■
■
４
４
Ｒ
Ｒ

32

33第3小法廷

34第3小法廷

35第3小法廷林道晴－

36第3小法廷戸倉三郎

37第3小法廷林道晴

一銅猫一鋼・

□ □
h

□ □

恥
■
工

決定(棄却）
－

決定(棄却）

R4．2．8

－

R4･2･8 □｜□
。 ’

□｜□
□！□

□i□

口一□

’
決定(棄却）

決定(棄却）＃
R4．2．8

R4．2．8

R4．2．8

R4･2o8

R4｡2回8

R4･2･9

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

則
１
、
、
、

小

ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

３
３
３
２
２
．
２

－
皐
第
第
第
第
第

露
壼
一
淫

安政 川崎

克也 ‐佐野

惠理子佐野

決定(棄却）

決定(棄却）

38

39 、
］

［
］

口
口
□決定(棄却）40第3小法廷渡邊惠理

万雷百7K法廷菅野博之

42第2小法廷菅野博之

43第2小法廷菅野博之

44第2小法廷菅野博之

菅野博之

菅野博之

菅野博之

決定〈棄却）’ □ □
｜
□決定(棄却）

－

決定(棄却）

令2年(オ)第484号 R4･2．9

R4．2．9

R4．2．9

□
｜
□

□

｜
ロ
ー
□

巨
言
亘
言

８
８

４

４

５
６
麗
潭
オ
オ
く
ｌ
年
年

２

２

《
洞
《
わ 決定(棄却）

菅野博之第2小法廷 令3年(オ)第914号 決定(棄却）決定(棄却）R4．2．945 □｜ |■

口

一
□
｜
□目

岱
屯
Ｊ
‐

菅野博之

菅野博之

岡正晶

廷
廷
法
法
小
小
２
２
第
第

６
７
４
４

廷
廷

妬
一
切

廷

法
法
法

卜
小
ト

ノ
リ
ノ

２
２
１

第
第
第

号
号
号
鍔

第
二
第
第
第

９
９
．
７

１

１
１
８
３

５
６
８
２

わ

わ

わ

わ

く
く
年
年

く
く

〈
祠
今
石

３
３

》

》

決定(棄却）

決定(棄却） ’
R4．2．.9

R4･2Q9

R4･2．10

R4.2Q10

R4．2．.9

R4･2Q9

R4．2．10

R4.2Q10

一杷
十号
口但一決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

49第1小法廷1岡正晶 堀内元城 □U □U1

1

1

1

□｜□

□'百
IR4･2･10
:R4･2610

IR4．2．10号
喜
０
７
０
４

４
．
４

１
１
第
第
ｊ
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

〈

わ

．

《
祠

50第1小法廷i岡正晶
51 1第1小法廷|山口厚

森田亮

笹本哲朗 |国■■ 決定(棄却）
一一一



日付：令和4年4月6日

ページ： 3/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年2月28日令和4年2月1日～

備考 ，上告受理|、 終局日
|R4･2.10

法廷主任裁判官主任調査官 事件番号

第1小法廷安浪亮介 家原尚秀冷3年(ｵ)第1453号

第1小法廷堺徹 宮崎朋紀 ｜令3年(オ)第1476号

第1小法廷一堺徹 笹本哲朗 l令3年(オ)第1511号
第1小法廷堺徹 笹本哲朗令3年(オ)第1512号

諏認一癖一艫

安浪亮介

堺徹

堺徹

堺徹

癖一雷一調一葬

》｜帳帳》

調謂一》

奉
一
盟
一
師
一
弘
弱

蝿
一
口
口
□

□
｜
□

上告人 被上告人

兵庫県ロ■■

終局区分

決定(棄却）

鐸
一
口
一
□
｜
□
｜
□

》
鋸
鑛
窄
》

１
１
１

１
１
１
．
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
霊
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

；
ｊ

オ
オ
オ
オ
・
オ
オ
オ
オ
オ

謂

銅

需

需

需

癌

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却)で

決定(棄却）

R4．2．10

R4．2．10

R4･2･10

R4･2･10

R4．2．10

R4．2．10

R4"2･10

’

’
1

深山卓也森川さっき

山口厚 、 笹本哲朗

56 1第'小法廷
57 第1小法廷

■ ■
L

□
［
］
□
｜
□
｜
□

口
一
口
一
□
｜
□
｜
□

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

、

、
、
、

刈
刈
鋼
刎
Ⅲ
咽
川
畑

１
１
１
１

第
第
第
第

謡
一
順
轤
一
割
一
諏
一
繧
一
轤
一
密

朋紀

直也

諏訪

さっき

志織

謙太郎

諏訪

旭

岡正晶

安浪亮介

山口厚

堺徹

深山 草也

戸倉三郎

林~道晴

宇賀克也

林道晴

長嶺安政

深山卓也

詑
一
弱
一
帥
一
制

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･2・10

b ﾀ

R4．2．10号
号
１
２

２

３

第
…
第

』
ｊ
オ
オ

く

く

年
年

４
’

４

《
祠

《
洞62第1小法廷 R4.2･10 訴え取下げ ■ □

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
＃
第

号
唱
唱
碍

６

２

４

４

７
１
１
１

５

８

５

６

第
第
挙
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ

オ
、
オ
オ
オ

く
一
軍
箏
瑠

》

隷
隷
一
謡

因

脚
｜
鮪

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･2・15

R4･2・15

R4-2．15

R4．2｡15

R4．2．15

□
｜
口
二
■

□
｜
□
｜
口
一

決定(棄却）

決定(棄却）I
第3小法廷林道晴

第3小法廷I長嶺安政

笹本哲朗師
一
師

□□

□□笹本哲朗

家原尚秀

令3年(オ)第1463号 決定(棄却）

渡邉恵理子

長嶺安政

政理

畏嶺安政

第3小法廷

第3小法廷

亘
言
ロ
言

巨万

７

０

１

５
４
８

脚

幅

幅

境

環

麓

オ

オ

オ

く
く
ｌ

年

年

年

隷
隷
一
禄理

郎

悪
安
惠
三

邉
嶺
邉
倉

渡
長
…
渡
戸

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
一
小

藷
鐸
翠
塞

８

９

０

１

６
６
７
’
７

R4.2･15 1決定(棄却） □
｜
口
一
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

ロ
ー
口
互
口
百
亘
口
互
凸
叫

|■

｜宮崎朋紀
渡邉惠理子i家原尚秀家原尚秀

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･2．15

R4．2．15

鷹野旭

雷

旭

嘩
一
華

号
喜
号

４

９

７

２
’
３
４

５
－
５
５

１
１
１

第

第

第

；
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

３
３
３

今
而
呑
而
今
や

一
錨
一
裕

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．2．15

R4．2．15

R4.2..15

R4．2．15

R4･2515

晴
晴
道
道
林
林
廷
廷
法
法

小
ゞ
小

３
３

第
】
第

２
３
７
７

廷
廷
廷

法

法

法

小
小
一
小

３
３
３

第
第
第

戸倉三郎

長嶺安政

林道晴

蝪
得
褐
号

５
６
６
５

１
１
１
８

６
‐
３
５
８
、

癖

握

轤

罐

年
年
年
年

く
Ｉ
く
く

隷

隷

認

議

轤
一
祀
一
蒋
諏

銅
識
↑
｜
癖
一
龍

74

75

76 決定(棄却）R4･2・15

R4．2．1677 1第2小法廷|菅野博之 決定(棄却） □



日付：令和4年4月6日

ページ； ’ 4/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年2月1日～ 令和4年2月28日

被上告人 備考 上告受理終局日
R4p2"16

」 l

R4･2･17

上告人 終局区分

和解

決定(棄却）

舞
一
□
｜
□

『
Ⅱ
Ｉ
も
１
口

錘
一
口
一
□

R4･2.17 1決定(棄却） □ □
し

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･2･17

･R4･2．17

□｜□

＃
ｌ
ｒ
Ｉ

□ ■

決定(棄却）R452．17 □ □
｜
□旭 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．2．17

R492．17

□
｜
口
一
□
｜
口
一
□

口
一
□R4．2．17

R4．2．17

R4｡2・17

｜
口
一
□
｜
口
一
□

１
１

決定(棄却）

決定(棄却）

|決定(棄却）
決定(棄却） ・

訣定(棄却）

決定(棄却）

,決定(棄却）
i

決定(棄却）

決定(棄却）
-. 恥一＝-智一

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却） ．

決定(棄却）

７
７
８

８

８

８
８

４
■
Ｕ
垣
■
■
４
■
日
凸
■
■

召
日
日
ご
日
日
母
日
日

■
■
単
■

■

■
■

２
２
２

２

２

２

２

■
■
■

■

■

■

■

４
４
４
４

４
４
４

Ｒ

Ｒ
Ｒ
Ｒ
－
Ｒ
Ｒ
Ｒ

口
へ

□
｜
□

■ ■

口
一
□

□

■

ｒ
卜

、
、
‐
’

R4．2．18

R4｡2．18

□ ■

決定(棄却） ■ ■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

８
８
８
８
８

１
１
１
１
１

■
■
ｐ
■
Ｐ

２
２
２
２
２

■
■
■
■
■

４
４
４
－
４
４

Ｒ

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

「一一

R4．2･18

R4･2・18

□
．
｜
□

□
｜
□
｜
□’ 口
一
□
一
□笹本哲朗

熊谷大輔 ｜
□

｜
□
｜
、

ド

I
L

78第2小法廷
----. -- －_ ‐二一一一~_一ｰ

79第1小法廷

81

82

83

84

85

86

７
｜
・
８

８
二
８

第1小法廷i山口厚
l

第1小法廷 安浪亮介

89

90

第'小法廷|深山卓也
第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷|安浪亮介

第1小法廷

第1小法廷

岡正晶

岡正晶

安浪亮介

深山卓也

堺徹

山口厚 ｜川崎直也

堀内元城

熊谷大輔

薦野旭

佐野･文規

神谷厚毅令4年(オ)第35号

船所寛生令4年(オ)第38号

令3年(オ)第1201号

令3年(オ)第1479号

令3年(オ)第1480号

令3年(オ)第1598号

令3年(オ)第1644号

令3年(オ)第1661号

令4年(オ)第29号

令4年(オ)第47号

94

95

96 1第2小法廷岡村和美
、

97 第2小法廷菅野博之

98

99

100

第2ﾉI

第2ﾉ』

第2小法廷!菅野博之
第2小法廷

第2小法廷

島廷

良廷

岡村和美

三浦守

本條裕

I鷹野旭

宮崎朋紀
[

鷹野旭

笹本哲朗

宮崎朋紀

麿野旭

令3年(オ)第1398号

令3年(オ)第1407号

令3年(オ)第1436号

令3年(オ)第1477号

令3年(オ)第1492号

令3年(オ)第1506号

令3年(オ)第1535号

101 第2小法廷 三浦守

102 第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

岡村和美

岡村和美

三浦守

野中伸子

能登謙太郎

前田志織

令3年(オ)第912号

令3年(オ)第946号

令3年(オ)第1349号

岡村和美

岡エF旱 一

深山卓也

堀内元城令3年(オ)第1520号

能登謙太郎

川崎直也

令3年(オ)第772号

令3年(オ)第1015号

令3年(オ)第1549号

令3年(オ)第1578号

函館市 ．－



日付：令和4年4月6日

ページ： 5/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年2月1日～ 令和4年2月28日

被上告人 ~~T備考‐法廷 ‘ 主任裁判官主任調査官

第2小法廷草野耕一 山本拓

第2小法廷!三浦守 大竹敬人
． l

第2小法廷!菅野博之熊谷大輔

第2小法廷|菅野博之熊谷大輔第2小法廷|菅野博之

上告受理i 終局日番号

103

104

105

事件番号 上告人 終局区分 憲法{少数｜

語耳
圏耳｜
|□□

口一□｜□□

唱
鍔
娼
喝
号

褐
号

第
第
第
第
第
第
第

２
３

３
．
５
６
０
４

１
１
１
１
２
１
９

６
６
６
６
３
４
２

わ
わ
わ
わ
わ
お
わ

く
く
Ｉ

く
く
く
く

》

》

》

》

癖

》

》

|南種子町 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

訴え取下げ

R4･2･18

R4．2．18

R4．2．18

R4．2．18

R4．2甲21

｜

第2小法廷|三浦守

106

107’ 熊谷大輔

｜□R4･2･22 1決定(棄却）決定(棄却）第3小法廷

林道晴 ｜船所寛生
戸倉三郎船所寛生

108 1第3小法廷
.

1091第3小法廷

屋

＝－』ニーローー

ロi□
l

ﾛ □

斗一－．
口i□
a~｢ET
w･

□ □

に］ ‘□

’□

決定(棄却）決定(棄却）R4．2．22

110 1第3小法廷 戸倉三郎船所寛生 令3年(オ)第925号 決定(棄却）決定(棄却）R4．2．22

廷
廷
廷

法

法

法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

林道晴
一一

林道晴

林道晴

野中伸子

野中伸子

野中伸子

令3年(オ)第1008号111 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．2．22

R4．2．22帳
一
歴

１
１
第
第
ｊ
ｊ

オ
｜
オ

く
ｌ
年
年

３
．
３

〈
祠
今
石

屹

旭
艸
一
帽

１
１
１
１

114

．「
二

R4．2n22

R4．2．22 口

口
一
□第3小法廷戸倉三郎

115第3小法廷長嶺安政

116第3小法廷林道晴

’'7榛3小法廷|林道晴

118第3小法廷|渡邉恵理子

117

前田志織

本條裕

野中伸子

野中伸子

中嶌諏訪

野中伸子

野中伸子

野中伸子

宮崎朋紀

喝
得
鍔
瘍

型
幻
一
調
一
馴

第
第
第
第

〕
ｊ

』

オ
オ
矛
オ

ー
１
－
１
１ｊ

》

》
稗
｝
》く

’検事総長

R4．2･22 □ ■

R4･2･22

R4．2．22

R4．2b22

R4･2．22

R4．2q22

R4･2･22

R4．2q22

R4･2．22

R4．2．22

□｜□’
□ □

号
号
号
一
号
号
号
号
号

９
４
５
６
６
５
０
５

４
６
６
６
５
６
７

８

４
４

４
４
５
５
５
５

１
１
１

１
１

１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ

ｊ

ｊ

ｊ

ｊ

ｊ

ｊ
ｊ

錨

鞄
魂

吋

け

け

ば

け

》

》
￥
》

》

》

３
３
“
３

今
祠
《
而
基
祠

口
一
口
一
□
で

口
｜
口
印
。
ｍ
「
叫

且
目
日
号
一
二
ロ

口
一
口
｜
□

□
｜
□

□

第3小法廷淋道晴
I

第3小法廷林道晴

第3小法廷林道晴

第3小法廷宇賀克也

119

120

121

122

123第3小法廷

124第3小法廷

125第3小法廷

126第3小法廷

125

林道晴

宇賀克也

野中伸子

鷹野旭

渡邉惠理子笹本哲朗

戸倉三郎 i佐野文規

決定(棄却）R4q2･22

令3年(オ)第1608号 R4.2.22 1決定(棄却）
&
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日付：令和4年4月6日
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既済事件一覧表 集計期間 令和4年2月1日～ 令和4年2月28日

番号 法廷 ↑主任裁判官 主任調査官 事件番号 上告人 被上告人 備考 ,上告受理｜ 終局日 終局区分 憲法 少数

127 1第3小法廷長嶺安政 ｜船所寛生
128第3小法廷戸倉三郎 i宮崎朋紀

129第3小法廷長嶺安政 ｜熊谷大輔
』 ’

130第3小法廷渡邉惠理子|川崎直也
131第3小法廷長嶺安政森川さっき

132第1小法廷安浪亮介一藤哲志

133第1小法廷堺徹 堀内元城

134第1小法廷堺徹 I堀内元城

131 1第3小法廷
132第1小法廷

錨癖

第1小法廷堺徹

第1小法廷堺徹 －

魂一魂

号
号
６
７

４

５

６
６

１
１
第
第

今
７
ｊ

オ
オ
く
く

年

年

３
３

《
洞
今
や

決定(棄却）
■
Ｉ
Ｉ
ｄ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
も
叩
耶
呼
Ｘ
ｒ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
↓
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
０
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
ｔ
■
・

呂
呂
ｒ

Ｉ
ｑ
ｌ
ｌ
Ｈ
Ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
可

R4．2．22

R4．2．22

R4．2．22

R4．2d22

口
に
旧
面
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
□
□

口
一
口
一
口
一
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□

Ｕ
一
□ □
｜
□旧

決定(棄却）
q 一一 .－ 司苓 ､ ．－－J

決定(棄却）

号
↑
窄
娼
一
窄

号
ゞ
号

７

３

３

３

２
８
１
１
１

１

第
第
第
第
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
ｌ
く

蜂

拝
拝
奔
奔
奔

〈
わ
《
祠

基
洞
今
祠
〈
わ
《
わ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．2．22

R4．2･24

R4"2．24

R4．2．24

R4．2．24

R4．2．24

R4．2．24

R4．2．24

R4．2．24

４４２２℃■
２２皮■

４４ＲＲ

R4.2･24

l
l

l
一
祀
一
鞭

前田

|本條

第1小法廷安浪亮介

第1小法廷岡正晶

浪正
晶

》》一

識
一
裕

志織

裕

葛城市土地開発公社 決定(棄却）

決定(却下）ｌ

ｌ

葛城市土地開発公社

徹

醍

稗

醒

醒
唾
一
峠

誠

介

一也

安
岡
堺
岡
妄
一
岡
山
岡
深

一
》
一
》
》
権
一
》
》
》

３
３
３
３
３

４
４
４
４

１
１
１
１
．
１
１
１
１
１

５
６
７
８
９
０
．
１
２

３

136

137

'371第'小
法廷

1381第1小法廷

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
ト
ト
ト

ノ
ノ
ノ
ノ

ー
、
１
１
１

第
第
第
第

139

140

141

142

廷

本條裕

宮崎朋紀

本條裕

1贋野旭
森川さっき

i笹本哲朗
前田~志穂

巨
言
口
言
冒
言

自
言
》

、

溺
的
虐
卵
記
号
号

号

号
号

５
５
６
６
０
６
８
０
３

詞
詞
詞
詞
舞
雰
舞
７
９

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
｜
瀧
壗

付
け
ば
は
け
け
け
け
吋
一

年
年

年
年
年
年
年
犀
年
一

隷
誇
謡
隷
隷
隷
隷
尋
認
一

決定(棄却）

決定(棄却）
‐
．
｜
□

1 国

1決定(棄却） I□ ■

決定(棄却）

決定(棄却）

口
一
□

、

口
一
□決定(棄却）R4．2｡24 ■

決定.(棄却）R4．2．24

R4b2･24

R4･2･24

R4．2．24

R4．2．24

［
二
［
］

■

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
｜
■□

廷
一
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１

１
１

第
》
第
第
第

□
口
一
口
三
一
口
一
口
一
口
□
一
副

口
言
出
印
引

□
｜
□
｜
□
□

□
ロ
ー
□
｜
ロ
ロ
ー
□

■
｜
□

□■

堺徹 船所寛生 l令4年(オ)第99号 決定(棄却）

決定(棄却）

144

145

146

川崎直也

麿野旭

》

一

峠

》

》

罪

オ
オ
オ
オ
オ

年
年
年
年
年

《
詞
今
や
く
わ
今
祠
《
祠

く
く
く

く
く

４
４
４
３
３

山口厚

岡r& 決定(却下）

決定(棄却）

R4．2．24

R4｡2．241471第1小法廷堺徹 ｜川崎直也L

148 1第2小法廷|草野耕一 ｜野中伸子野中伸子

船所寛生船所寛生

R4,2.25 1決定(棄却）

1491第2小法廷I三浦守1491第2小法廷 三浦守 決定(棄却）R4．2．25

国ﾛ■■ ’150 第2小逢竺薑野耕－堀内元城 令3年(ね第1274号

廷

草野耕一

魂

嘉榊

一

廷

法
法
小
小
２
２
第
第 錘 草野耕－

菅野博之

草野耕一

一
詫
一
魂
一
癖

決定(棄却）

|決定(棄却）

一
軸
一
誹

R4｡2･25

－

R4．2．25

錘

窪

小
小
小

２
２
２

第
第
第

一
個

唖

噸

一

令3年(オ>第1300号

|兵庫県 ’
巨
言

巨
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富里市

菅野博之 ｜宮崎朋紀
草野耕一 船所寛生

奈良県

草野耕一神谷厚毅 R4．2．25 決定(棄却）

|国三浦 守 中嶌諏訪

菅野博之森川さっき
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菅野博之 |川崎直也
岡村和美船所寛生
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